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平成 28年９月 16日 

各 位 

会  社  名 株 式 会 社 イ ー ブ ッ ク 

イ ニ シ ア テ ィ ブ ジ ャ パ ン 

代  表  者  名 代 表 取 締 役 社 長  小 出 斉 

（コード番号：3658 東証第一部） 

問 い 合 わ せ 先    執行役員 コーポレート本部長 辻 靖 
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（訂正）「決算期（事業年度の末日）の変更等に伴う定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

平成 28 年９月 16 日に公表いたしました「決算期（事業年度の末日）の変更等に伴う定款一部変更に関するお知ら

せ」の記載に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

［訂正の理由］ 

 「決算期（事業年度の末日）の変更等に伴う定款一部変更に関するお知らせ」発表後、記載の間違いが判明したもの

であります。 

 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

［訂正前］ 

１． 変更の内容および理由 

① 変更案１（決算期の変更） 

当社の事業年度は、「毎年２月１日から（翌年）１月31日まで」としておりますが、親会社で

ある、ヤフー株式会社と事業年度を一致させることにより、連結決算業務及び業績開示等をより

適切に行えるようにするため、これを「毎年４月１日から（翌年）３月31日まで」に変更いたし

たく、現行定款第11条、第46条、第47条及び第48条に所要の変更を行うものであります。また、

事業年度の変更に伴い第17期事業年度は平成28年２月１日から平成28年３月31日までの14ヶ月間

の決算期間となります。そのため、経過措置として、新たに附則を設けることといたします。 

 

［訂正後］ 

１． 変更の内容および理由 

① 変更案１（決算期の変更） 

当社の事業年度は、「毎年２月１日から（翌年）１月31日まで」としておりますが、親会社で

ある、ヤフー株式会社と事業年度を一致させることにより、連結決算業務及び業績開示等をより

適切に行えるようにするため、これを「毎年４月１日から（翌年）３月31日まで」に変更いたし

たく、現行定款第11条、第46条、第47条及び第48条に所要の変更を行うものであります。また、

事業年度の変更に伴い第17期事業年度は平成28年２月１日から平成29年３月31日までの14ヶ月間

の決算期間となります。そのため、経過措置として、新たに附則を設けることといたします。 

 

以 上 

 


